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～　夢を創るお手伝い　～

　

第47回市議会定例会日程（６月）

本会議
日程 内容

７日（金）
条例案、25 年度補正予算案ほか上程

（委員会付託）

13日（木）一般質問

14日（金）一般質問

17日（月）一般質問、追加議案上程

18日（火）予備日

25日（火）
追加議案上程、付託案件委員会審査報告・

表決

委員会
日程 委員会 内容

19日（水）総務常任委員会

付託案件審査20日（木）文教厚生常任委員会

21日（金）産業建設常任委員会

■議会は中央庁舎３階の議場

　で傍聴できます。

■インターネットによる動画　

　中継、テレビモニター中継　 

　（各庁舎ロビー、公民館）を　

　行っています。ご利用ください。

　  議 会

　問議会事務局☎ 43-5005

時間：午前10時～

　

洲
本
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
度
の
淡
路
島
地
震
に
よ

り
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
心
か
ら

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ

た
納
税
者
の
人
に
は
、
税
法
上

次
の
よ
う
な
措
置
が
あ
り
ま
す
。

▼
納
税
の
猶
予

　

国
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
所

轄
税
務
署
長
に
申
請
し
承
認
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
原
則
、

１
年
以
内
の
範
囲
で
納
税
の
猶

予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
所
得
税
の
軽
減
免
除
等

　

住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を

受
け
た
人
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
は
、
平
成
25
年

分
の
確
定
申
告
で
、
❶
所
得
税

法
に
定
め
る
雑
損
控
除
、
ま

た
は
、
❷
災
害
減
免
法
に
定
め

る
軽
減
免
除
の
ど
ち
ら
か
有
利

な
方
法
に
よ
り
、
所
得
税
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
軽
減
で
き
ま
す
。

※
被
害
を
受
け
た
住
宅
の
取
得

年
月
日
、
床
面
積
、
自
家
用
車

の
取
得
年
月
な
ど
が
わ
か
る
も

の
（
取
得
価
額
の
わ
か
る
も
の

や
修
繕
費
な
ど
災
害
関
連
支
出

の
領
収
書
が
あ
れ
ば
併
せ
て
ご

用
意
く
だ
さ
い
）、
保
険
金
な

ど
を
受
け
取
っ
た
場
合
は
、
そ

の
金
額
が
わ
か
る
も
の
、
り
災

証
明
書
の
写
し
（
り
災
証
明
の

発
行
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

は
、
被
害
状
況
の
わ
か
る
も
の
）

が
必
要
で
す
。

▼
源
泉
所
得
税
お
よ
び 

復
興
特
別
所
得
税
の
徴
収

猶
予
ま
た
は
還
付

　

給
与
所
得
者
で
、
住
宅
や

家
財
の
半
分
以
上
に
損
害
を

受
け
、
か
つ
、
平
成
25
年
分

の
所
得
金
額
の
見
積
額
が

１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
れ

ば
、
源
泉
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
徴
収
猶
予
や
還
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
納
税
証
明
の
無
料
発
行

　

災
害
で
相
当
な
損
失
（
全
資

産
額
の
お
お
む
ね
20
％
以
上
）

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

復
旧
に
必
要
な
資
金
の
借
入
れ

の
た
め
に
使
用
す
る
納
税
証
明

書
の
交
付
手
数
料
が
無
料
と
な

り
ま
す
。

※
り
災
証
明
書
、
ま
た
は
、
被

災
状
況
の
分
か
る
も
の
が
必
要

で
す
。

◆
詳
し
く
は
洲
本
税
務
署    

　

☎
24
・
１
２
１
２ 

ま
で 

　

わ
が
家
の
耐
震
改
修
、考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

県
と
市
で
は
、
住
宅
の
耐
震

化
を
支
援
す
る
た
め
「
住
宅
の

診
断
か
ら
改
修
」
ま
で
の
費
用

に
補
助
金
を
出
し
て
い
ま
す
。

通
常
の
制
度
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
簡
易
耐
震
診
断

【
市
で
は
】
▽
一
部
負
担

（
木
造
戸
建
住
宅
は
診
断
費

３
０
０
０
円
、
非
木
造
は

６
０
０
０
円
の
個
人
負
担
が
必

要
で
す
）

◆
耐
震
改
修
計
画
策
定
費
補
助

【
県
で
は
】
▽
３
分
の
２
以
内

補
助
（
最
大
20
万
円
／
戸
）　

　
　
　
　
　
　
　
　

◆
耐
震
改
修
工
事
費
補
助

【
県
で
は
】
▽
３
分
の
１
以
内

補
助
（
最
大
80
万
円
／
戸
）　

※
耐
震
診
断
の
評
点
が
０
・
７

未
満
の
木
造
戸
建
住
宅
の
み
、

補
助
限
度
額
は
９
３
万
３
千
円
。

【
市
で
は
】
▽
工
事
費
に
応
じ
た

額
を
次
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
。

（
工
事
費
→
補
助
金
額
）

１
５
０
万
円
未
満
→
20
万
円
補
助

１
５
０
万
円
以
上
３
０
０
万
円

未
満
→
25
万
円
補
助

３
０
０
万
円
以
上
→
30
万
円
補
助

※
な
お
、4
月
13
日
の
淡
路
島
地

震
に
よ
り
、一
部
損
壊（
10
％
以
上
）

の
損
壊
を
受
け
た
住
宅
に
つ
い

て
は
、通
常
の
制
度
よ
り
次
の
と

お
り
内
容
を
拡
充
し
て
い
ま
す
。

【
被
災
特
例
】

◆
簡
易
耐
震
診
断

　

▽
無
料

◆
耐
震
改
修
計
画
策
定
費
補
助

　

▽
最
大
20
万
円（
通
常
通
り
）

◆
耐
震
改
修
工
事
費
補
助

　

木
造
戸
建
住
宅
の
補
助
額
を

耐
震
改
修
工
事
費
の
2
分
の
１

に
引
き
上
げ
、
最
大
１
２
０
万

円
の
補
助
。
ま
た
、
耐
震
診
断

の
評
点
が
０
・
７
未
満
の
木

造
戸
建
住
宅
の
場
合
、
最
大

１
４
０
万
円
の
補
助
。

　
※
詳
し
く
は
、
次
の
部
署
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所 

都
市
計
画
課　
　

 

☎
37
・
３
０
１
６

問
兵
庫
県 

県
土
整
備
部 

住
宅
建

築
局 

建
築
指
導
課 

防
災
耐
震
係 

☎
０
７
８
・
３
６
２
・
４
３
４
０

　 補助制度　

注 

補
助
等
の
対
象
は
、昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

　
　

着
工
さ
れ
た
住
宅
が
対
象
で
す
。

　 外
国
人
を
雇
用
す
る

皆
さ
ん
に
お
願
い

　

不
法
就
労
・
不
法
滞
在
防

止
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

          

南
あ
わ
じ
警
察
署

　　　
４
月
13
日
の
淡
路
島
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら

れ
た
皆
様
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

家
屋
被
害

 

住
家
被
害

 

非
住
家
被
害

全
　
壊

　
　
０
棟

２
棟

半
　
壊

　
　
２
棟

０
棟

一
部
損
壊

１
６
４
９
棟

２
５
０
棟

 

人
的
被
害

重
症

　
１
人

軽
傷

　
２
人

【
市
内
に
お
け
る
人
的
被
害
お
よ
び
家
屋
被
害
の
状
況
】

　
6
月
は
豊
か
な
む
ら
を

災
害
か
ら
守
る
月
間

　

こ
の
時
期
は
、
た
め
池
、

山
崩
れ
、
地
す
べ
り
な
ど
の

災
害
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

 

ま
た
、
万
が
一
に
備
え
て
、

た
め
池
や
裏
山
な
ど
の
危
険

な
個
所
を
見
て
回
る
ほ
か
、

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め

に
、
避
難
場
所
や
避
難
経
路

を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

 

問
洲
本
土
地
改
良
事
務
所

    

☎
26
・
２
１
２
２

 

問
市
役
所 

農
地
整
備
課　

    

☎
43
・
５
０
２
６

◆
地
震
災
害
廃
棄
物
処
理
手

数
料
の
減
免
申
請
受
付
に
つ
い

て
は
、
６
月
７
日
（
金
）

を
も
っ
て
、
終
了
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

問
生
活
環
境
課

　

☎
43
・
５
０
２
４　

　 　

自
然
災
害
か
ら
身
を
守
る
た

め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
防
災

災
害
に
備
え
よ
う
！
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
日

頃
か
ら
の
災
害
へ
の
備
え
が
重

要
で
す
。  

             

南
あ
わ
じ
警
察
署

【
お
知
ら
せ
】

◆
地
震
に
よ
る
市
か
ら
の
災

害
見
舞
金
に
関
す
る
家
屋
被

害
の
申
出
受
付
は
、
６
月
７

日
（
金
）
を
も
っ
て
、
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
な
お
、
り
災
証
明
の
申
請
は

別
途
受
付
し
て
お
り
ま
す
。

問
防
災
課 

☎
43
・
５
０
０
６

５
月
22
日
現
在


